
建設リサイクル法（建設⼯事に係る資材の再資源化等に関する法律）の規定に基づく、「特定建
設資材に係る分別解体等に関する省令」の⼀部が改正され、「届出書」の様式が変更となります。 
 令和３年４⽉１⽇以降に対象建設⼯事に関する届出を⾏う場合は、「新様式」での提出となり
ます。 
 「旧様式」での届出は、令和３年３⽉３１⽇までとなりますので、ご注意ください。 
 なお、令和３年３⽉３１⽇以前に届出し、⼯事着⼿前に変更が発⽣した場合の「変更届出
書」は、提出時期に関係なく「旧様式」での届出となります。  
 
 

令和３年４⽉１⽇より、 

建設リサイクル法に基づく対象建設⼯事の届出様式が変わります。 

（改正点） 
有害物質（⽯綿、フロン）について、届出様式へ記載欄を追加。 
 
（記載例） 
 建 築 物 に関 する調 査 の結 果  工 事 着 手 前 に実 施 する措 置 の内

容  

石 綿 （ 大 気 汚

染 防 止 法 ・ 安

全 衛 生 法 石 綿

則 ）  

☑有  
特 定 建 設 資 材 への付 着 （☑有    □無 ） 

□無  

関 係 法 令 の届 出 済  
石 綿 作 業 主 任 者 を選 任 済  

等  

フロン（フロン排

出 抑 制 法 ） 

☑有 （業 務 用 エアコン・冷 凍 冷 蔵 機 器 のう

ちフロン類 が使 われているもの） 

□無  

フロン類 回 収 済  

等  

届出様式変更箇所（別表１）と記載例 

旧 新 


